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１．設立年月日 ： 昭和９(1934)年１０月２２日

２．活動目的及び主な活動内容
本協会は、全国の知的障害関係施設・事業所を会員とする組織で、知的障害者の自立と社会・経済活動への
参加を促進するため、知的障害者の支援及び知的障害者の福祉の増進を図ることを目的としています。
【本協会の主な事業】
○知的障害に関する調査研究および結果の報告 
○知的障害関係施設・事業所における支援並びに運営の充実に資するための指導
○知的障害福祉の啓発普及を目的とした各種研修会等の開催
○社会福祉士養成施設の運営と、専門的な知識・技術並びに確固たる倫理観を有する社会福祉士の養成
および施設・事業所職員の資質の向上を図るための研修の実施 

○知的障害福祉に係る専門図書の刊行及び研究誌を発行と、国民に対する知的障害福祉の普及啓発 
○関係機関並びに関係団体との連携と知的障害福祉の向上に向けた提言ならびに要望活動
○地震・台風等の自然災害により被災した知的障害者、家族並びに施設・事業所への必要な支援 
○知的障害関係施設・事業所の経営の安定に貢献するため、全国の知的障害関係施設・事業所の職員を
対象とした相互扶助事業及び保険事業の実施

○知的障害福祉に顕著な業績を残した者の表彰 等 
【部会・委員会】
様々な活動を行うため、施設・事業の種類ごとに、または活動の分野ごとに部会や委員会を設けています。
【本協会の歩み】
昭和９年１０月２２日に設立、昭和４２年８月８日に財団法人認可、平成２５年４月１日に公益財団法人認可

３．加盟団体数（又は支部数等） ： 全国９地区・４７都道府県に支部組織を置く

４．会 員 数  ： 6,532施設・事業（令和8年6月1日時点）

５．法人代表  ： 会長 樋口 幸雄

公益財団法人 日本知的障害者福祉協会の概要
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令和９年度障害福祉サービス等報酬改定に関する意見等（概要）

【基本的な考え方】
令和６年度報酬改定にて各種加算や人員体制拡充等により費用が増加したが、これは障害のある人が安心して地域生活を送ることを支える
ための不可欠な費用である。一方で利用者本位とは考えにくい支援の実態も散見されており、事業所の支援の質や取り組み内容等に関わら
ず一律に費用が増加し続けることは、支援の質・公平性・制度の持続可能性の観点から課題があると考える。
加えて人口減少が今後ますます加速するにあっては、他産業と遜色のない待遇や福祉の仕事の魅力発信などにより福祉人材の確保に取り
組むとともに、人材の育成や専門性の向上、業務効率化等により人材不足を補うことも重要である。

以上を当協会の基本的な考え方として、以下の通り提案する。

１．意思決定支援を基軸とした本人が真ん中にいる制度設計
２．安定した福祉人材の確保・定着と専門性の向上の推進
３．シンプルで分かりやすい仕組みとテクノロジーを活用した業務効率の向上
４．支援の質や取組内容が適正に評価・反映されたメリハリのある報酬体系

障害のある人が安心して暮らすことのできる

持続可能な支援体制の構築

1視
点

持続可能な制度としていくための課題・対処方策

・公平かつ適正な報酬設定は、制度の持続性と業界全体の支援の
質の底上げに繋がると考えられるため、官・民・学識経験者等によ
り、支援の質や内容も含めた総合的な評価尺度と、評価と報酬が
連動する仕組みについて中期的に議論する場を設置し、事業所の
取り組みが適正に評価される仕組みの構築を目指すべきである。
・過度な事業所数の増加を抑制するため、地域のニーズに応じた事
業所数となるよう指定制度の在り方について検討すべきである。

<詳細：Ⅲ-1、Ⅲ-5-①、Ⅱ-6-①②等>

2視
点

人材の確保・育成・専門性向上・業務の負担軽減・効率化
に向けた課題・対処方策

・人材の確保定着に向け、非常勤職員の有給休暇の取り扱いの見
直し等多様な働き方を推進するとともに、より高い国家資格所有率
を評価する等国家資格取得を推進し専門性向上を図るべきである。
・取得率の極めて高い加算の基本報酬への組み入れや、複雑化し
ている職員配置計算を見直すなど、報酬構造や職員配置をシンプ
ルにすることで、業務の効率化を図るべきである。
・ICT化による業務の効率化をさらに加速するため、補助金から給付
費による評価とし、継続的な推進を図るべきである。
・本来の事業の意義を逸脱しない範囲で、より法人裁量による柔軟
な事業所運営を可能とする仕組みに発展させるべきである。

<詳細：Ⅰ-1-③～⑥ Ⅱ-3-⑤ Ⅱ-4-① Ⅱ-6-③ 等>

3視
点

報酬改定後の経営状況、賃上げや物価等への対応状況

・障害福祉分野と全産業との賃金格差（月額7万円相当）の早急な解
消に向けて、抜本的な報酬の見直しが必要である。
・事業の多角化、大規模化による効率的な経営を目指すのであれば、
法人内の種別間待遇差改善や種別間の人材の流動性を高めるた
めに、処遇改善加算の他種別と制度を一本化、もしくは種別間の
資金の流動化など処遇改善に係る法人裁量範囲の拡大を行うべ
きである。。 
・人件費や物価については、毎年報酬に反映される仕組み、例えば 
全産業の賃上げや人事院勧告、物価指数等に連動する仕組み（賃
金スライド制・物価スラ イド制）とすべきである。

<詳細：Ⅰ-1-①～③ Ⅱ-1-① Ⅱ-4-①等>

4視
点

各地域でニーズに応じたサービス提供を受けられるための
過不足ないサービス提供の確保に向けた課題・対処方策

・人口減少社会の中、特に人口減少地域においては人材の確保が
困難となっていることから、例えば児童発達支援センターの中核的
機能を担う専門職や、居宅介護支援事業所のサービス提供責任者
など、確保が困難な職種については、地域の実情や事業の実態に
応じて配置要件や他の職種との兼務規定を緩和すべきである。
・また、豪雪地帯など他地域では発生しえない地域特有の課題に対
して配慮をすべきである。

<詳細：Ⅰ-1-⑧Ⅱ-3-②③Ⅱ-4-①Ⅱ-5-②Ⅱ-8-①～③Ⅱ-9-①等>
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令和９年度障害福祉サービス等報酬改定に関する意見等（概要）

5視
点

より質の高いサービスを提供（多様な主体の参入に伴う・
支援の内容・質のバラつき）する上での課題・対処方策

・事業所指定においては、管理者やサービス管理責任者には一定
の経験や研修受講を要件とするなど、要件を強化すべきである。
・事業実施後においては、相談支援と事業所との連携強化が有効と
考えるが、これには多くの時間を要するため、より本人を中心とした
相談支援の実施という観点からも計画作成・モニタリング数を20件/
月程度を基準とすべきである。
・運営指導のマンパワーが不足する中、居住系サービスにおいては
地域連携推進会議を最大限活用し、自治体が必要と判断した場合
は、自治体が推薦する事業運営に見識のある者の選任を求めるこ
とができるようにするなど、民間の力を活用も検討すべきである。

<詳細：Ⅱ-1-①、Ⅲ-5等>

6視
点

地域生活の支援や重度化・高齢化への対応、他制度との
連携強化その他各分野における様々な課題・対応方策

・所得の少ない重度高齢の障害者の地域生活を支えるため、食費の
設定や食事提供体制加算の見直し、家賃補助も含めた補足給付
の額は公的な統計と連動する仕組みにすべきである。
・様々な食事形態の提供体制の評価や、生活介護の入浴加算対象
者の拡大など、特別な配慮が必要な重度障害者が安心して日常生
活を送ることができる仕組みにさらに発展させるべきである。
・福祉の範囲で行える医療には限界があるため、特に専門的な医療
を必要とする重度高齢障害者に対しては、サービスの種類を問わ
ず、地域の医療サービスと連携して支援を行うことができる仕組み
を構築すべきである。

<詳細：Ⅰ-2-②、Ⅱ-2-④、Ⅱ-3-④、Ⅱ-5-①③④等>

その他 居住支援（障害者支援施設・グループホーム）の在り方に関する提言

機 能
障害者
支援施設

グループ
ホーム

居住支援
 地域移行支援
余暇・社会参加支援

共通の役割

日中活動支援
社会参加支援

24時間体制
支援ニーズに
対応する役割

✕

ネ
ッ
ト

セ
ー
フ
テ
ィ

地域生活
支援拠点等 地域の

中核的役割

任 意
又は

可能な限り
専門的支援

１．地域移行支援
・意思決定支援を基軸とし地域移行から居住選択支援へ発展させるべきである。
２．日中の生活支援・活動支援
・日中サービス支援型グループホームにて経常的に日中ホームで暮らす場合は、
本人の希望に基づきサービス等利用計画に記載の上で支給決定するなど、本人
の意思に反した暮らし方にならないよう運用上の取り扱いを定めるべきである。
・施設入所支援利用者の日中活動の選択肢の拡大に向け、他事業所利用促進を
図るため、施設入所単体で経営が成り立つ報酬構造とすべきである。

３．居住環境の整備
・施設の建替え等の際には原則個室とし、生活単位の縮小を推奨すべきである。
・生活単位の縮小を促進するための方策として、施設入所支援の３０人定員区分
の単価を新設するとともに、定員区分を５人単位にすべきである。
また、本体施設の定員を減少させることを前提としたサテライト施設の仕組みの
創設の実現について具体的な議論をすべきである。

<詳細：Ⅱ-2-①②③⑤、Ⅱ-3-①、Ⅲ-4>

地域移行は本人の「誰とどこで住みたいか」という意思を実現するという「目的」を達成するための様々な「手段」の中の一つであり、施設か地
域かと相対するのではなく、あくまでも施設入所支援もグループホームも自宅等での生活も、暮らし方の選択肢の一つとして捉えるべきである。
障害者支援施設は地域の中核的役割を担うことを明確にした上で、グループホームも含めて、居住選択支援（地域移行支援）や日中の生活
支援・活動支援を意思決定支援に基づき実施することと併せて、居住環境の整備の推進を並行して行うべきである。

【 障害者支援施設とグループホームの役割の整理 】
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令和９年度障害福祉サービス等報酬改定に関する意見等（詳細版）

現状と課題 提案事項
視点及び
根拠資料

１．障害のある人たちへの安定的かつ持続可能なサービス提供について

①障害福祉分野と全産業平均の賃金格差の解消について
障害福祉分野の賃金水準は、全産業平均と比 べ月額7万
円程度低い水準にある。また、令和8年度の全産業の賃上
げ率 は、5.05％である一方で、本会を含む障害福祉関係8
団体による調査結果では障害福祉分野の賃上げ率は
4.74％と、依然として全産業平均と大きな賃金格差がある。
②人件費や物価の上昇が毎年報酬に反映される仕組みの
導入について
障害福祉サービスの報酬改定は3年に一度の周期で行わ
れていますが、昨今の大幅な賃上げ基調と 更なる物価高
騰が今後も想定される中、現行の改定周期では全産業と
の格差は拡大する一方で、人材の流出も懸念される。 
③処遇改善の仕組みについて
介護、障害、保育の処遇改善の仕組みや額が異なることや、
種別間の資金の流用が厳格なため、複数種別を運営する
法人内の処遇改善に種別間格差が生じており、包括的な
運営に支障をきたしている。
④加算の整理について
事業所の実情に応じたきめ細やかなサービスを提供するた
めには、加算で対応することが望ましいが、現在全サービ
ス合計で加算が160種類、減算が29種類と複雑化しており、
分かりやすい制度設計と事務負担軽減の観点から、報酬
構造の整理が必要である。
⑤雇用形態間の不均衡の解消について
常勤職員については常勤換算数に算定される有給休暇や
研修参加が、非常勤職員について算定できないこととされ
ており、雇用形態間で不均衡が生じているとともに、積極的
な有給休暇の取得や研修参加の阻害要因となっている。

・他産業との給与格差を早急に是正すべきである。

・物価、最低賃金、他産業や公務員給与が毎年大幅に伸び
ている中、公的な統計と連動して毎年改定する仕組みにす
べきである。

・他種別と制度を一本化するか、処遇改善資金の流動化な
ど、処遇改善に係る法人裁量の範囲を拡大すべきである。
・専門性の確保、資質の向上の観点から、保育分野を参考
に勤続（経験）年数をより評価する仕組みとすべきである。

・取得率の極めて高い加算の基本報酬への組み入れや目
的や内容の近い加算を統廃合するなど、報酬構造を簡素
化し、業務の効率化を促進すべきである。

・多様な働き方を推進するため、非常勤職員の有給休暇・研
修参加時間についても常勤換算数に算定できるよう見直す
べきである。

視点２・３・５
・資料①－１
・資料①－２

視点３
・資料②－１
・資料②－２
・資料②－３
・資料②ー４
視点２・３
・資料③－１
・資料③－２
・資料③－３
・資料③－４
視点２
・資料④

視点２
・資料⑤

Ⅰ 横断的事項
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令和９年度障害福祉サービス等報酬改定に関する意見等（詳細版）

現状と課題 提案事項
視点及び
根拠資料

⑥ICTの導入による業務効率化の推進について
業務効率化や支援の質の向上を目的にICT化の推進が課
題とされ、補助金制度が整備されているが、補助金創設以
前から自費でICT化を進めてきた事業者は支援を受けられ
ず、後発事業者のみが支援を受ける構造となっている。ま
た、ICTは導入後も保守費用等のランニングコストが恒常的
に発生するが、現行制度では十分に考慮されない。
⑦福祉専門職配置等加算について
前回の報酬改定において、同加算ⅠⅡとⅢを併給出来るこ
ととなったが、対象が生活介護のみであり、サービス間で
不均衡が生じている。
また、サービス間で兼務している場合は1事業所のみでし
か取得できないことや、現行基準よりも有資格者をより高い
割合で配置していることへの評価をすることで、専門性の
向上が期待できる。
⑧地域の実情に応じた経費への対応について
特定の地域において暖房・除雪・降灰除去など、他地域で
は発生しない経費が経常的に発生している。

・ICT化の推進を継続的かつ公平に行うため、補助金による
一時的な支援ではなく、給付費においてランニングコストを
含めて評価する仕組みに見直すべきである。

・全サービスにて同加算ⅠⅡとⅢの併給について生活介護
と同様の取り扱いとすべきである。
・同加算の兼務の取り扱いについて見直すべきである。
・専門性向上の観点から同加算Ⅰの上位区分を設けるべき
である。

・地域特有の課題に対応する報酬上の配慮をすべきである。

視点２

視点５

視点５
視点５

視点４

２．障害のある人たちが安心して暮らすことができる仕組みについて

①物価高に対応した生活の保障について
物価が急激に上昇している中にあって、サービス利用者の
多くは収入が少ないことに加え日々の負担も増している。
物価は地域によって大きく異なり、特に都市部など物価の
高い地域に居住する利用者にはさらに多くの負担となって
いる。また、建築資材の高騰や民間賃貸住宅の家賃の値
上げ等により、グループホームで暮らす障害者の家賃負担
が重くなっている。
②特別な配慮が必要な利用者への食事の提供について
機能が低下するなど一般的な形態での食事では摂取が困
難な利用者に対して、個々に応じた形態の食事を提供する
ことが望まれるが、これには費用と労力が必要である。

・食事提供加算を恒久化し、食事提供加算・補足給付の額
は物価指数と連動する仕組みにするとともに、地域の状況
に応じた金額設定にすべきである。

・グループホームにおける家賃補助を増額すべきである。

・食事に特別な配慮が必要な人に対応した形態にて食事を
提供することに対して評価すべきである。

視点３
・資料⑥－１
・資料⑥－２
・資料⑥－３

視点３
・資料⑦－１
・資料⑦－２
視点６
・資料⑧
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令和９年度障害福祉サービス等報酬改定に関する意見等（詳細版）

現状と課題 提案事項
視点及び
根拠資料

１．相談支援

①計画相談単独でも経営が成り立つ報酬の設定について
丁寧な相談支援を行うと作成件数が増えず、上限件数の
半数に満たない相談支援専門員が4割を占めている（本会
調べ）ため、多くの事業所が計画相談単独では支出超過と
なっており、撤退する事業所も増加している。
また計画相談事業所は小規模であることが多いため、上位
の機能強化型が取得しづらく、連携による場合であっても
連携先の確保が困難な場合や要件が難しく連携に至らな
い場合がある。
新たに処遇改善の対象になったが、これまで法人の持ち出
しで処遇改善を行ってきた事業所が多い中、今回の臨時改
定の加算率が他サービスの本年度の増加分のみとなって
いる。

・ＩＣＴの活用など相談支援業務全般の効率化を前提として月
当たり20件程度の計画作成・モニタリング数を基本とした報
酬設定とすべきである。

・配置職員数を根拠とする単価設定の在り方について再考
すべきである。
・連携にて機能強化型を算定する際の要件について緩和す
べきである。
・処遇改善加算については、他サービス同様の累積の処遇
改善率とすべきである。

視点２・３・５
・資料⑨－１
・資料⑨－２
・資料⑨ー３
視点３・５

視点４・５

視点２・３・５

２．障害者支援施設

①日中活動の選択肢の拡大に向けた取り組みについて
施設入所支援利用者の日中の活動の場は、意思決定支援
に基づき、住まいの場と異なる場所で活動を促進すること
が求められ、その方法として他事業所の利用が考えられる
が、現在の施設入所支援の報酬では日中他事業所の利用
が多くあると、事業維持できない。
一方で障害者支援施設が実施する生活介護においては、
夜間や土日に勤務する職員も常勤換算数に含まれるため、
生活介護等の時間帯について、通所型の生活介護事業所
と体制上同じ職員配置数でありながら、実際の配置職員数
は少ないという不均衡が生じている。
また施設自身が敷地外の活動場所を整備することも考えら
れるが、同一敷地内の活動と比べ多くの費用が掛かるとい
う課題がある。

・日中活動の選択肢の拡大に向け、他事業所への利用促進
を図るため、障害者支援施設全体としての収入を維持しつ
つも、昼夜の収入割合を見直し、施設入所が単体でも経営
が成り立つ仕組みとなるよう中期的、段階的な議論をすべ
きである。
・施設利用者が従たる事業所など敷地外に整備した場所で
の活動を支援した際に報酬上評価すべきである。

視点４
その他

視点５
その他
・資料⑩－１
・資料⑩－２
・資料⑩－３

Ⅱ 各サービスに係る提案
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令和９年度障害福祉サービス等報酬改定に関する意見等（詳細版）

現状と課題 提案事項
視点及び
根拠資料

②夜間帯の支援の充実について
同じ居住支援でありながら、グループホームは世話人の最
低基準だけで6:1から5:1、夜勤者も居住単位で1名となって
いるところ、施設入所支援の夜勤者配置が少なく、不均衡
な状態になっている。
③生活単位の縮小促進に向けた取り組みについて
生活単位の小規模化に向けた取組みや実績等について報
酬上評価されたが、定員を減らすことは経営上のリスクも
大きく、より生活環境の向上に向けた取り組みを促進する
仕組みが必要である。
さらに、安心・安全な環境で地域での暮らしを実感できる仕
組みの創設も求められる。
④医療支援の強化について
通院加算の新設や一部訪問診療の利用が認められるなど、
医療支援の強化を図って頂いたところですが、今後ますま
す重度化高齢化に伴い医療との関わりが強くなることが予
想される中、人材確保とより専門性の高い医療支援の観点
から、さらなる充実が必要である。
⑤地域の障害福祉の基盤としての中核機能の強化について
障害者支援施設が地域における障害福祉の基盤として中
核機能を今以上に発揮できるよう、地域生活支援拠点等の
中核的役割や地域の権利擁護の拠点機能、地域の事業所
等へのスーパーバイズ機能等の強化を図る必要がある。

・施設入所支援の夜勤職員配置体制加算について、加配人
数に応じた仕組みにすべきである。

・施設入所支援の30人定員区分の単価を新設すべきである。
・施設入所支援の定員区分を5人単位にすべきである。
・個室による支援を評価すべきである。
・サテライト施設を創設するとともに、それに見合った人員配
置及び報酬上の評価をすべきである。

・訪問看護等、利用できる外部の医療系サービスの範囲を
拡大するとともに、居宅介護（通院等介助）を利用できるよ
うにすべきである。
・通院加算を実態に見合った報酬額とすべきである。

・障害者支援施設が地域における障害者支援のセンターオ
ブセンターとして中核的支援機能等を発揮できるよう、専門
的人材の配置及びそれに伴う報酬上の評価をすべきであ
る。

視点６
その他
資料⑩ー４

その他
その他
その他
その他
・資料⑩ー４

視点６
・資料⑪

視点６

視点５
その他
・資料⑩ー４

３．共同生活援助

①日中サービス支援型の平日昼間の支援の在り方について
日中サービス支援型は、本来高齢化や病気など、日中活
動サービス等を利用することが困難な人への日中生活支
援を行うことを目的として創設されたが、若く健康で他の日
中活動サービスを利用することが望ましい利用者に対して
も昼間ホームで過ごすことを条件に、利用契約を行うなど、
利用者を抱え込んでいるケースも散見される。

・シンプルな制度設計の観点から日中サービス支援型の介
護サービス包括型への統合が望ましいが、少なくとも現行
の類型においても平日日中の生活支援についてはサービ
ス等利用計画に記載の上、支給決定を受けるなど、本人の
意思に反した日中のホーム利用について、対策を講じるべ
きである。

視点２・４
その他
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令和９年度障害福祉サービス等報酬改定に関する意見等（詳細版）

現状と課題 提案事項
視点及び
根拠資料

②日中支援加算の在り方について
体調不良等やむを得ない理由により日中系事業所から短
時間でホームに帰った場合、現行の制度上では同加算を
算定できず、実態と不整合が生じている。
③サテライト型の在り方について
単身生活の支援を促進する上で、サテライト型は大変有意
義なサービスだが、現状は単身生活へのステップアップの
目的となっており利用期限が定められている。
④医療支援の強化について
グループホームは支援度の高い人を支えるサービスとなっ
てきており、それに伴い通院などの医療支援の比重も高く
なっているが、障害者支援施設に新設された通院加算のよ
うな仕組みがない。特に日中サービス支援型以外の類型で
は日中職員は配置されておらず、別途時間外等で職員を
手配しなければならない。
また居宅介護（通院等介助）を利用できるが、月2回以内の
定期通院という要件があるため、活用しづらい状況にある。
⑤運営の効率化について
グループホームは世話人、生活支援員、夜間支援従事者
を兼務しているケースが多いことに加え、類型単位で事業
所指定を取得するため、極めて複雑な制度となっており、
業務負担も多く、人員の過不足等も把握しづらい。

・通所事業所から短時間で帰宅し、長時間ホームにて支援を
行う場合の取り扱いについて検討すべきである。

・サテライト型の利用期限を見直すべきである。

・施設入所支援同様の通院加算を新設すべきである。
・居宅介護（通院等介助）利用の要件を見直すべきである。

・複数の類型を併せて1つの事業所として指定できるようにす
べきである。
・世話人の生活支援員への一本化を含め、必要職員数の計
算方法の簡素化を図るべきである。

視点４

視点４

視点６
視点６
・資料⑪

視点２

視点２

４．居宅介護等

①居宅介護の安定的な経営基盤の構築について
居宅介護等は①事業所規模が小さい②待機時間が多くな
りやすい、長距離長時間の移動がある等、直接支援以外
の時間が多い③利用キャンセルがあっても他のサービス
の欠席時対応加算に類するものがない、などの理由から
経営的に不安定になりやすく、倒産や撤退する事業所が増
加している。

・業務特性に配慮し、安定した経営を行えるよう基本報酬の
設定とすべきである。
・サービス提供責任者について同法人が実施する障害福祉
サービスのサービス管理責任者との兼務を可能とするなど
要件を緩和すべきである。

視点３．４

視点２・３・４
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令和９年度障害福祉サービス等報酬改定に関する意見等（詳細版）

現状と課題 提案事項
視点及び
根拠資料

５．生活介護

①送迎加算（Ⅰ）について
本会調査では送迎を実施している事業所は9割以上あるが、
送迎加算（Ⅰ）を取得している事業所は7割程度にとどまっ
ている。特に20人程度の小規模の事業所においては1回に
月平均10人以上の利用という要件が取得できない原因の
一つではないかと考える。
②利用時間数における配慮規程について
前回報酬改定にて「往復3時間を超える場合」等、長時間送
迎に一定の配慮を頂いたが、地域の実情は様々であり、ま
たサービス提供時間以外にも送迎に従事する職員体制が
必要な状況である。
また、同配慮事項においては「地域に利用できる生活介護
事業所がない」という要件があるが、本人の意思決定支援
の観点から、本人の希望に沿ったサービスを選択できるこ
とが重要であると考える。
③入浴支援加算について
前回報酬改定より入浴支援加算が新設されたことは大変
有意義であったが、対象となっていない行動障害のある人
など自宅での入浴が困難な場合がある。
④重度障害者支援加算について
重度障害者支援加算Ⅰは医療的ケアの必要な重度者へ
の支援を評価する加算であり、Ⅱ及びⅢは強度行動障害
のある人への支援を評価する加算であるにもかかわらず、
ⅠとⅡもしくはⅢの併給は認められていない。

・送迎加算（Ⅰ）の要件について撤廃もしくは見直しをすべき
である。

・送迎の実情に応じた配慮をさらに検討すべきである。
・意思決定支援の観点から、地域に利用できる生活介護事
業所がないことの要件については撤廃すべきである。

・本加算の対象者を拡大すべきである。

・重度障害者支援加算ⅠとⅡもしくはⅢの併給を認めるべき
である。

視点４・６
・資料⑫－１
・資料⑫－２
・資料⑫ー３

視点４・６
視点４・６
・資料⑭

視点４・６
・資料⑫－３
・資料⑬ー１
・資料⑬ー２

視点３・６

６．就労支援

①就労継続支援Ａ型について
本サービスは雇用契約に基づき、障害のある人が労働者
として働く場の提供に加えて、福祉的支援を提供すること
に意義があることを明確にした評価の仕組みが必要である。

・本サービスの役割の明確化と、その役割に基づいた評価
項目の見直しについて検討すべきである。

視点１
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令和９年度障害福祉サービス等報酬改定に関する意見等（詳細版）

現状と課題 提案事項
視点及び
根拠資料

②就労継続支援Ｂ型について
障害のある人が地域生活を営めるよう工賃向上は重要で
あり、制度として工賃向上を支える仕組みを作ると同時に、
より高い工賃を支払う事業所は評価されるべきである。
一方で、社会情勢等不可抗力により前年度工賃を下回るこ
ともあることを前提とした制度設計も必要であるとともに、
本サービスは支援度の高い人たちの働く場という役割も担
うため、支援度の高い人たちの受け入れや工賃以外の支
援の質や取り組みについても評価されるべきである。
③就労選択支援・就労移行支援・就労定着支援について
一般就労に向けた取り組みを推進するため、就労選択支
援・就労移行支援・就労定着支援については、まずは同一
事業所として有機的に連動しながら進めていくこと、加えて
地域の事業所との連携も重要である。
④施設外就労について
施設外就労は、地域の企業等における実際の職場環境を
利用し、支援者と共に働く意欲や技能を高める機会となる。
また企業にとっても障害者雇用への理解を深める契機とな
るなど、双方にとって大きな意義がある。利用者の一般就
労への移行や促進を見据えた支援がますます重要となっ
ており、そのための一つの有効な手段が「施設外就労」で
ある。
⑤重度者要件について
重度の利用者が多い就労支援事業所では丁寧な支援に多
くの時間を要しており、現行報酬では十分に支援に対する
評価がされていない状況にある。

・最低賃金の上昇に伴い目標工賃指導員配置加算額を見直
すべきである。
・現行の最上位の工賃区分を上回る工賃を支払う事業所を
評価すべきである。
・目標工賃達成加算の取得要件を見直すべきである。
・工賃以外の多軸評価の仕組みを検討すべきである。

・複数事業の一体的かつ弾力的な運営を可能とする仕組み
を構築すべきである。
・他事業所からの就労定着支援の受け入れに伴う業務量増
加について評価すべきである。

・支援の内容等の加算要件を厳格化したうえで、施設外就労
にかかる支援について適正に評価すべきである。

・利用者の重度化・高齢化に対応している状況を報酬の算
定要件に詳細に加えるべきである。
・重度者の要件について、障害者基礎年金1級受給者の割
合のみでなく、支援区分や障害者雇用での要件と同様に療
育手帳の判定なども基準に加えるべきである。

視点１・２

視点１・２

視点１
視点１・５

視点２・４

視点２・５

視点５

視点６
・資料⑮－１
・資料⑮－２
・資料⑮－３
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令和９年度障害福祉サービス等報酬改定に関する意見等（詳細版）

現状と課題 提案事項
視点及び
根拠資料

７．宿泊型自立訓練

①利用期限延長に伴う減算の廃止と早期移行加算の創設
について
標準利用期限は２年とされており、利用者の障害特性や生
活準備状況の多様性に対応できない仕組みである。
②人員配置加算の創設について
特に軽度の利用者については、相談や生活課題、社会生
活課題に対する支援に時間を要し、対応が困難な場合も
あり支援が必要である。
③緊急時対応加算の創設について
急病時における緊急搬送や事故、警察等介入事案などに
おける緊急時の対応について、職員を増員して対応してい
る状況にある。

・利用期限の延長に伴う減算を廃止し、利用期限を緩和する
とともに、早期に（地域）移行した場合の加算を設けるなど、
移行促進に対する評価をすべきである。

・利用者の状況に応じて手厚く職員を配置した場合には、グ
ループホームと同様に人員配置加算を創設すべきである。

・支援の実績に応じた加算を設定すべきである。

視点４・５

視点５

視点４・５・６

８．障害児通所支援

①中核的機能強化加算について
中核的機能が地域を支えるという意義は大変重要である
が、専門職をはじめとする職員不足により中核の取得を断
念する場合がある。
②家族支援加算Ⅱについて
児童発達支援センターでのグループでの家族支援は大変
重要ですが、契約数の多いクラスでは8人を超えて集まるこ
ともある。
③保育・教育等移行支援加算について
現行では退所後1か月を期限としているが、1か月以内の訪
問支援は新生活に適応する大切な時期であるため、さらに
中期的なスパンでの訪問支援が必要である。
④食事提供加算について
低所得家庭への配慮や子育て支援、食育の観点から給食
費の利用者負担について配慮が必要である。

・本加算の体制や専門職配置については実情に見合った柔
軟な人員配置とすることができるようにすべきである。

・同加算について人数の上限を柔軟にすべきである。

・同加算については、訪問期限を退所後6か月後に延ばすな
ど、柔軟に対応できるようにすべきである。

・他制度に合わせた給食費負担とすべきである。

視点４

視点４

視点４

視点４・６
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令和９年度障害福祉サービス等報酬改定に関する意見等（詳細版）

現状と課題 提案事項
視点及び
根拠資料

９．障害児入所支援

①ソーシャルワーカー配置加算について
障害児入所施設では、家庭調整や関係機関連携、退所後
支援等の業務が増大する一方、人材不足が深刻化してい
る中、現行の加算要件は実態に合わず、専門職配置が進
みにくい状況にある。
②要支援児童加算に係る基準の明確化について
現行では被虐待に起因する心理的ケア、行動面の課題、
家族調整等に必要な支援について評価されにくく、特に被
虐待児は措置として扱われることが多い現状を踏まえた対
応が必要である。
③被虐待児受け入れ加算の適用期間について
被虐待児への支援は生活安定、心理的回復、対人関係形
成、学習・生活習慣の再構築などに一定の期間を要するが、
現行の適用期限では継続性が確保されにくい。

・同加算については、他の職種との兼務を認めるなど、要件
を緩和すべきである。

・同加算について、明確な判断基準を策定すべきである。

・同加算の適用期間を延長すべきである。

視点４

視点６
・資料⑯－１
・資料⑯－２

視点４
・資料⑯－１
・資料⑯－２
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令和９年度障害福祉サービス等報酬改定に関する意見等（詳細版）

Ⅲ 間接的に報酬改定に影響を与える事項
１．支援の質や内容などが総合的に評価される尺度の設定と、評価と報酬が連動する仕組みについて 【視点１・５】
公平かつ適正な報酬設定は、制度の持続性と業界全体の支援の質の底上げに繋がると考えられるため、官・民・学識経験者等により、
従来のストラクチャー中心の評価に加え、プロセス、アウトカム、支援の質や内容などの総合的な評価尺度と、評価と報酬が連動する
仕組みについて中期的に議論する場を設置し、事業所の取り組みが適正に評価される仕組みの構築を目指すべきである。

２．支援度の高い人への支援の充実について 【視点６】
強度行動障害のある人への支援体制として、事業所における中核的支援人材、地域における広域的支援人材の配置は大きく期待され
る仕組みであるため、形骸化しないよう、現状中核的人材養成研修について国研修受講者が少ない状況であること、広域的支援人材
の養成についてはまだ国研修としては実施されていないことを踏まえて、研修の組み立て、仕組みづくりなどに対して、都道府県に対し
スタッフの派遣なども含めて運営のサポートすべきである。

３．事業の目的と実態に即した事業名称への変更の検討について 【その他】
障害福祉サービスの各種サービスの内、一部のサービスについて、求められている役割や、今後求められる役割とサービスの名称に
ギャップがあるものがある。障害者自立支援法施行から20年の節目の年ということもあり、改めて各サービスに求められる役割をイメー
ジできる名称を検討すべきである。
（例）障害者支援施設＞＞地域拠点ホーム 生活介護＞＞社会参加支援 など

４．施設整備について 【その他】
一部サービスの急増や人口減少社会にあることや、特に障害者支援施設についてはその在り方について生活環境の向上が求められ
る中にあって、今後の施設整備費については創設よりも建て替えや大規模修繕に重点を置くべきである。
この際に、特に障害者支援施設においては個室を原則・生活単位の縮小を推奨すべきである。

５．サービスの質の確保に関する方策について 【視点１・５】
一部のサービスについては急激な事業所数の増加とともに支援の質について多くの課題が指摘されているが、その要因として、スキル
や経験のない事業者の参入の増加、指定制度の制度的限界、運営指導の体制などが考えられる。
これらの課題解決に向け、以下について検討すべきである。

①事業所指定の指定強化について 【視点１・５】
・代表者および管理者は障害者支援の経験を有することを原則とし、経験がない場合は全国社会福祉協議会が実施する社会福祉施設
長資格認定講習の受講や、介護保険の仕組みに準じた施設研修を実施するなど、一定の研修を受講することを要件とする。
・居住系サービスのサービス管理責任者は、一定期間の居住系以外のサービス管理責任者の職務経験を有することとする。
・総量規制については、全国一律に行うのではなく、市町村は障害福祉計画策定の際に必要数についてニーズ調査を行った上で、算出
した必要数に基づき、また市町村による意見申し出制度の周知と積極的な活用により、指定を行うこととする。
・市町村に対し協議会などの活用した意見を基に、意見申し出制度を有効活用できるよう周知を図る。
②事業開始後の支援の質の評価について 【視点１・５】
・行政による運営指導については、特に都市部においては急激に増加する障害福祉サービスに対応できるだけのマンパワーが十分でな
く、今後もこの課題を解消することは困難であると考えることから、例えば居住系サービスについては、地域連携推進会議の委員の人
選について、指定権者が必要と判断した場合は、指定権者が推薦する事業の運営に見識のある者を複数名委員とすることができるよ
うにするなど、民間の力を活用する。
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【資料編】

１．障害のある人たちへの安定的かつ持続可能なサービス提供について
①障害福祉分野と全産業平均の賃金格差の解消について
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正社員（1人あたり）の賃上げ状況 ≫全体

賞与・一時金は減少も、ベースアップは一定進んでいる

全産業との賃金差はわずかに縮まったが、依然、大きな格差

➡現行の加算水準にとどまらない抜本的な処遇改善が必要

12,258 

7,223 

12,318 

7,531 

賃上げ額 ベア分

賃上げ額（月額／円）

令和7年度 令和8年度

760,135 713,731 

令和7年度 令和8年度

賞与・一時金（円）

(※)前年
所定内給与

賃上げ月額
（平均）

賃上げ率

令和8年度 259,900円 12,318円 4.74%

令和7年度 251,800円 12,258円 4.87%

4.87%

5.25%

4.74%

5.05%

障害福祉分野(今回調査) 全産業(春闘)

賃上げ率

令和7年度 令和8年度

※前年所定内給与は、厚生労働省「賃金構造基本統計調査」に基づく
障害福祉分野の令和6・7年の金額に基づき算出

賃金格差
0.31%

【根拠資料①ー１】

16
『障害福祉現場における賃上げ・物価高騰等の状況調査』障害福祉関係８団体調査（令和8年5月）より



全産業との賃金格差

7.8万円差

7.7万円差

差は千円縮まったが
依然、全産業とは
大きな賃金格差

17

【根拠資料①ー２】



【資料】

１．障害のある人たちへの安定的かつ持続可能なサービス提供について
②人件費や物価の上昇が毎年報酬に反映される仕組みの導入について
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『本年の給与勧告のポイントと給与勧告の仕組み』（令和7年8月 人事院）

19

【根拠資料②ー１】



最低賃金に関するデータ・統計（厚生労働省） 20

【根拠資料②ー２】



足下の経済状況等に関する補足資料（厚生労働省）
21

【根拠資料②ー３】



全産業の賃上げ・物価指数等に連動する「スライド制」の導入が急務

22

【根拠資料②ー４】

※『障害福祉現場における賃上げ・物価高騰等の状況調査』障害福祉関係８団体調査（令和8年5月）のデータ等から作成

【日本知的障害者福祉協会】



【資料編】

１．障害のある人たちへの安定的かつ持続可能なサービス提供について
③処遇改善の仕組みについて

23



令和８年度介護報酬改定について（厚生労働省 老健局） 抜粋 24

【根拠資料③ー１】



第13回 子ども・子育て支援等分科会（令和７年１２月２３日）資料１－１ 25

【根拠資料③ー２】



26『施設型給付費等に係る処遇改善等加算について（令和７年度以降）』 （こども家庭庁）

【根拠資料③ー３】



『施設型給付費等に係る処遇改善等加算について（令和７年度以降）』 （こども家庭庁）
27

【根拠資料③－４】



【資料編】

１．障害のある人たちへの安定的かつ持続可能なサービス提供について
④加算の整理について
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加 算

人材確保 福祉・介護職員等処遇改善加算

専門職員 福祉専門職員配置等加算

専門職員 福祉専門職員等連携加算

専門職員 有資格者支援加算

専門職員 ソーシャルワーカー配置加算

専門職員 心理担当職員配置加算

人員配置 人員配置体制加算

人員配置 サービス管理責任者配置等加算

人員配置 児童指導員等加配加算

人員配置 保育職員加配加算

人員配置 常勤看護職員等配置加算

人員配置 看護職員配置加算

人員配置 看護職員加配加算

人員配置 主任相談支援専門員配置加算

人員配置 訪問支援員特別加算

初期・初回 初期加算

初期・初回 初回加算

初期・初回 入所時特別支援加算

移動 送迎加算

移動 通勤訓練加算

移動 移動介護加算

移動 移動介護緊急時支援加算

食事・栄養 食事提供体制加算

食事・栄養 食事提供加算

食事・栄養 栄養マネジメント加算

食事・栄養 栄養改善加算

食事・栄養 栄養スクリーニング加算

食事・栄養 栄養士配置加算

食事・栄養 療養食加算

食事・栄養 経口移行加算

食事・栄養 経口維持加算

食事・栄養 口腔衛生管理加算

食事・栄養 口腔衛生管理体制加算

相談 サービス担当者会議実施加算

相談 サービス提供時モニタリング加算

相談 居宅介護支援事業所等連携加算

相談 医療・保育・教育機関連携加算

相談 地域体制強化共同支援加算

相談 地域居住支援体制強化推進加算

相談 居住支援連携体制加算

相談 集中支援加算

相談 緊急時支援加算

相談 同行支援加算

医療 医療連携体制加算

医療 入院時情報連携加算

医療 通院支援加算

医療 リハビリテーション加算

医療 要医療児者支援体制加算

医療 医療的ケア対応支援加算

医療 喀痰吸引等実施加算

夜間 夜勤職員加配加算

夜間 夜間看護体制加算

夜間 夜勤職員配置体制加算

夜間 夜間支援等体制加算

●障害福祉サービスにかかる加算名・減算名一覧

加 算

重度 重度障害者支援加算

重度 重度者支援体制加算

重度 重度重複障害児加算

重度 重度障害児支援加算

重度 重度障害児・障害者対応支援加算

重度 特別重度支援加算

行動障害 強度行動障害児特別支援加算

行動障害 強度行動障害者地域移行特別加算

行動障害 強度行動障害者体験利用加算

行動障害 強度行動障害児支援加算

行動障害 行動障害支援体制加算

行動障害 行動障害支援連携加算

行動障害 行動障害支援指導連携加算

就労 就労移行支援体制加算

就労 就労移行連携加算

就労 就労支援関係研修修了加算

就労 賃金向上達成指導員配置加算

就労 目標工賃達成加算

就労 目標工賃達成指導員配置加算

就労 職場適応援助者養成研修修了者配置体制加算

就労 就労定着実績体制加算

就労 通勤者生活支援加算

就労 移行準備支援体制加算

就労 地域連携会議実施加算

就労 地域協働加算

入院・退院 入院・外泊時加算

入院・退院 入院時特別支援加算

入院・退院 入院時支援連携加算

入院・退院 入院時支援特別加算

入院・退院 長期入院時支援特別加算

入院・退院 退院・退所月加算

入院・退院 退院・退所加算

児童 自活訓練加算

児童 要支援児童加算

児童 移行支援関係機関連携加算

児童 小規模グループケア加算

児童 体験利用支援加算

児童 日中活動支援加算

児童 乳幼児加算

児童 集中的支援加算

児童 家族支援加算

児童 保育・教育等移行支援加算

児童 共生型サービス医療的ケア児支援加算

児童 共生型サービス体制強化加算

児童 子育てサポート加算

児童 事業所間連携加算

児童 個別サポート加算

児童 視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算

児童 人工内耳装用児支援加算

児童 専門的支援体制加算

児童 専門的支援実施加算

児童 中核機能強化加算

児童 中核機能強化事業所加算

児童 ケアニーズ対応加算

加 算

児童 自立サポート加算

児童 通所自立支援加算

児童 通所施設移行支援加算

連携 多職種連携支援加算

連携 関係機関連携加算

連携 外部連携支援加算

訪問 喀痰吸引等支援体制加算

訪問 緊急時対応加算

訪問 特定事業所加算

訪問 特別地域加算

訪問 夜間・早朝・深夜加算

訪問 遠隔地訪問加算

訪問 訪問支援特別加算

地域移行 地域移行加算

地域移行 地域生活移行個別支援特別加算

地域移行 地域移行支援体制加算

地域移行 地域移行促進加算

地域移行 地域移行支援体制強化加算

地域拠点 地域生活支援拠点等機能強化加算

地域拠点 地域生活支援拠点等相談強化加算

短期 短期滞在加算

短期 緊急短期入所受入加算

短期 単独型加算

短期 短期利用加算

短期 医療型短期入所受入前支援加算

精神 精神障害者支援体制加算

精神 精神障害者地域移行特別加算

精神 精神障害者退院支援施設加算

視覚・聴覚 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算

高次 高次脳機能障害者支援体制加算

高次 高次脳機能障害支援体制加算

ピア ピアサポート体制加算

ピア ピアサポート実施加算

ピア 退居後ピアサポート実施加算

生活 欠席時対応加算

生活 緊急時受入加算

生活 延長支援加算

生活 入浴支援加算

生活 在宅時生活支援サービス加算

生活 日常生活支援情報提供加算

生活 自立生活支援加算

生活 社会生活支援特別加算

生活 日中支援加算

生活 帰宅時支援加算

生活 長期帰宅時支援加算

体験 障害福祉サービス体験利用支援加算

体験 体験宿泊加算

訓練 個別計画訓練支援加算

居住 障害者支援施設等感染対策向上加算

居住 新興感染症等施設療養加算

管理 利用者負担上限管理加算

管理 定員超過特例加算

減算

利用定員超過減算

人員欠如減算

夜勤職員欠如減算

医師未配置減算

管理栄養士・栄養士未配置減算

支援体制構築未実施減算

虐待防止措置未実施減算

業務継続計画未策定減算

情報公表未報告減算

身体拘束廃止未実施減算

自己評価未公表減算

自己評価結果等未公表減算

支援プログラム未公表減算

個別支援計画未作成減算

施設障害福祉サービス計画未作成減算

日中サービス支援型共同生活援助計画未作成減算

外部サービス支援型共同生活援助計画未作成減算

児童発達支援計画未作成減算

支援計画シート等未作成減算

地域移行等意向確認体制未整備減算

標準利用期間超過減算

短時間利用減算

開所時間減算

定員が81人以上の事業所の場合

同一建物・同一敷地減算

介護予防支援費重複減算

居宅介護支援費重複減算

大規模減算

大規模住居等減算
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【根拠資料④】



【資料】

１．障害のある人たちへの安定的かつ持続可能なサービス提供について
⑤雇用形態間の不均衡の解消について

30



平成14年3月28日付け厚生労働省老健局振興課 事務連絡 「運営基準等にかかるQ＆Aについて」 抜粋

平成19年12月19日付け厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉
課事務連絡 「障害福祉サービスに係るＱ＆Ａ（指定基準・報酬関係）
（ＶＯＬ.２）の送付について」抜粋

常勤換算 可 不可

常勤職員
・有給休暇
・業務としての外部研修
・出張

・休職

非常勤職員 ―
・有給休暇
・業務としての外部研修
・出張

31

【根拠資料⑤】



【資料】

２．障害のある人たちが安心して暮らすことができる仕組みについて
①物価高に対応した生活の保障について

32



物価高騰等の状況 ≫給食関係費（1事業所あたり）

給食関係費は、材料費・人件費・業務委託費とも毎年高騰

➡引き続き、利用者に良質な給食が提供できるよう、
介護分野にもならい、事業所に確実に行き渡る形での財政支援が必須

110.2万円 
115.6万円 119.0万円 

令和6年1月 令和7年1月 令和8年1月

材料費

87.7万円 88.0万円 
94.6万円 

令和6年1月 令和7年1月 令和8年1月

調理員人件費

185.7万円 
194.9万円 

204.3万円 

令和6年1月 令和7年1月 令和8年1月

業務委託費

『障害福祉現場における賃上げ・物価高騰等の状況調査』障害福祉関係８団体調査（令和8年5月）より
33

【根拠資料⑥ー１】



物価高騰等の状況 ≫入所施設における食費・光熱水費（1人1か月あたり）

入所施設における1人1か月あたりの食費・光熱水費の合計は58,771円

基準費用額（55,500円）を上回る3,271円分は施設が持ち出しの状況

➡介護分野にもならい、基準費用額の引き上げが必須

0
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70000
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90000
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光熱水費
平均 14,909円

※外れ値を除く（1.5*IQR）

光熱水費（円）食費（円）

食費
平均 43,862円

※外れ値を除く（1.5*IQR）
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90000

100000
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【根拠資料⑥ー２】

『障害福祉現場における賃上げ・物価高騰等の状況調査』障害福祉関係８団体調査（令和8年5月）より
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【根拠資料⑥ー３】
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令和５年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計（確報集計）結果 （総務省）
36

【根拠資料⑦ー１】



一般財団法人建築物価調査会 2026年6月1日 プレスリリース

【根拠資料⑦ー２】
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【資料編】

２．障害のある人たちが安心して暮らすことができる仕組みについて
②特別な配慮が必要な利用者への食事の提供について

38



【安全で豊かな食事提供】

◎ 基礎疾患や機能低下により、嚥下や咀嚼に障害がある方は、常食（一般食）で食べられる時期があっても、加齢
や体調の変化により食事形態を変化させていく必要があります。健康的な生活を維持していくためには、なるべ
く経口から安全に食べられる機会の継続が大切です。

◎ 食材の調理にあたっては、複数段階の調理（手間）工程を経ることで、機能低下（機能障害）を起こしている方
であっても、経口から食べることが可能です。

◎ 通常に調理される「食事」は、バランスの良い食生活の基本であり、市販の高カロリー食材による栄養補給は、
補助的であることが望ましいと考えます。なぜなら、調理された食事には「いろどり」「におい」「話題性」
「会話や雰囲気」をも楽しめる要素が含まれており、豊かな生活の一端を作りだしています。

◎ その為には、以下のような工夫と手間は毎回（毎日）欠かせません。

特別な食事形態への配慮(例)

① 基本の食材（繊維の多いもや硬い食材等）は、圧力鍋を利用し、食材ごと下調理をすることで柔らかくなります。

➁ 肉などを焼き物で出す際、一度湯通しや圧力鍋で調理しすることでその後の加熱時間を長くせず硬くならないよう準備します。

➂ 白飯は、炊き上げの段階から「普通」「軟食」「おかゆ」「ムース加工」」を段階ごとに作ります。

（利用者の状態に応じてあらかじめ御飯を分けて炊く）

④ 水分補給の麦茶は、誤嚥の注意がある方には事前に麦茶ゼリー（ゼリー状に加工）に調理して提供します。

➄ 利用者個々の摂食状況に合わせ、調理器具（包丁による刻み、ミキサーやバーミックス、調理ハサミなど）を使用し、再調理（一口大、

粗刻み、刻み、粗みじん切り、とろみをつけてミキサーで滑らか食、ムース食まど）を行います。その後、食材ごとに行い盛り付けます。

⑥ 実際の食事介助の場面では、再調理された食事を支援者が利用者の召し上がっている様子に合わせ、更に刻みやとろみの調整を

行い、食べやすい状況をつくります。

⑦ 食事介助場面で、それぞれの器に盛られた食内容を説明（会話）しながら食事支援に当たります。

一連の支援は、毎食のことであり、1日の支援の時間の中でも食事の時間は、誤嚥などのリスク対応と

ともに、豊かな食生活環境づくりとして非常に現場職員の気を遣う時間です。個別性を重視し細心の

注意が注がれる場面です。

39

【根拠資料⑧】

【日本知的障害者福祉協会】



①基本の食材（繊維の多いもや硬い食材等）は、圧力鍋を利用し、食材ごと下調理をすることで柔らかくなります。

➁肉などを焼き物で出す際、一度湯通しや圧力鍋で調理することでその後の加熱時間を長くせず硬くならないよう準備します。

➂白飯は、炊き上げの段階から「普通」「軟食」「おかゆ」「ムース加工」」を段階ごとに作ります。

（利用者の状態に応じてあらかじめ御飯を分けて炊く）

④水分補給の麦茶は、誤嚥の注意がある方には事前に麦茶ゼリー（ゼリー状に加工）に調理して提供します。

特別な食事形態への配慮

特別な食事形態への配慮（例）

40

【日本知的障害者福祉協会】



➄利用者個々の摂食状況に合わせ、調理器具（包丁による刻み、ミキサーやバーミックス、調理ハサミなど）を使用し、再調理
（一口大、粗刻み、刻み、粗みじん切り、とろみをつけてミキサーで滑らか食、ムース食など）を行います。その後、食材ごとに
行い盛り付けます。

⑥実際の食事介助の場面では、再調理された食事を更に支援者が利用者の召し上がっている様子に合わせ、介助場面で更に刻みや
とろみの調整を行い、食べやすい状況をつくります。

⑦食事介助場面で、それぞれの器に盛られた食内容を説明（会話）しながら食事支援に当たります。

特別な食事形態への配慮（例）
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【日本知的障害者福祉協会】



【資料編】

Ⅱ．各サービスにかかる提案
１．相談支援

42



上記を踏まえ、支援の質を確保した上で事業所運営が成り立つための単価を計算すると、
①相談支援専門員１人当たりの年間作成件数
標準件数を仮に月２０件とした場合 ２０件×１２か月＝年間２４０件

②相談支援専門員の1人当たりの年間経費を、給与等を５,０００,０００円、その他経費を３００,０００円と仮定した場合、
人件費のみ  ５,０００,０００円×法定福利費（１.１５）＝５,７５０,０００円
人件費＋経費  ５,７５０,０００円＋３００,０００円     ＝６,０５０,０００円

③１件当たりの単価（②÷①）
人件費のみ ５,７５０,０００÷２４０ ≒ ２４,０００円 (２３,９５８円)
人件費＋経費   ６,０５０,０００÷２４０ ≒ ２５,０００円（２５,２０８円）

となり、１件当たり基本報酬と各種加算を加え、最低でも現行の１．２倍程度の報酬設定が必要であると考える。

尚、地域の事情等により現在においても１人の相談支援専門員が月あたり４０件以上の計画（減算対応）を作成している事業所
もあることから、例えば、以下のイメージで報酬単価の設定を行うことが望ましいと考える。

相談支援専門員にかかる適
正な経費＝事業運営が成り

立つ額

０件    １５件～２０件 ３９件 作成件数

報
酬
単
価

支援の質を確保するための相談支援専門員1人当たりの
適正な計画作成・モニタリング件数及び報酬単価設定の提案例

43

相談支援専門員がサービス等利用計画作成またはモニタリングに当
たり標準的な業務として、
・家庭訪問（本人の状況確認）・ヒアリング・事業所訪問（本人の
状況確認・サービス担当者会議）・事業所内での意見交換
等を経た上で実際の計画の作成を行う。加えてサービス等利用計画
においては計画（案）の作成を経ることとなる。

これらの手続きを経ると、１日に作成できる計画（モニタリング）
は１件程度（月２０件程度）である。
さらに、相談支援専門員は自立支援協議会をはじめ、地域の関係機
関との会議、運営法人の会議、研修への参加などを鑑みると、
１人当たりの標準となる月間計画（モニタリング）作成数は、本来
は１５件程度が適正であると考える。
この１５～２０件という数字は計画作成数の実態（本会調査結果）
を見ても妥当な数字であると考えられる。

相談支援専門員
1人1か月あたり件数

人数 ％

計
画
相
談
支
援
と
継
続

相
談
支
援
の
合
計
件
数

10件未満 432 16.8

10～20件未満 675 26.3

20～40件未満 652 25.4

40～50件未満 62 2.4

50～100件未満 69 2.7

100件以上 22 0.9

0または無回答 653 25.5

合計 2,565 100.0

※表の数字は令和６年度実績。件数には障害児相談支援を含む
※他の業務と兼務している場合は常勤換算から１人に割り返して算出
（例：常勤換算0.5人の者が20件作成した場合、1人40件として計上）

令和7年度相談支援事業実態調査（日本知的障害者福祉協会 相談支援部会）

【根拠資料⑨－１】
【日本知的障害者福祉協会政策委員会】



１５～２０件 ３９件

月あたりの作成件数

月
間
総
収
入
額 事業運営が

成り立つ額

支援の質を確保するための相談支援専門員1人当たりの
適正な計画作成・モニタリング件数及び報酬単価設定の提案例

新たな
基本報酬

現在の
基本報酬

＜新たな基本報酬の前提＞
①丁寧な計画相談支援（モニタリング）作成を必要とする利用者の受け入れ
（例えば：自治体からの依頼、触法、入院・入所からの地域移行希望者など）
②計画相談支援（モニタリング）の質の向上
（例えば、詳細な記録の徹底や、自治体と計画相談支援事業所との定期的な連携会議の必須化、自立支援
協議会もしくは基幹相談支援センターにおける質の向上に向けた取り組み並びに質の評価等の必須化など）

③相談支援専門員1人当たりの作成件数の適正化に伴う相談支援専門員の十分な人数の確保
（例えば、市町村における相談支援専門員の必要数の試算と相談支援専門員の現員数の公表など）

質の高い相談支援の提供と地域の中でソーシャルワークを展開している相談支援事業所の
運営の安定を目的とした基本報酬とする
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【根拠資料⑨－２】
【日本知的障害者福祉協会政策委員会】
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【根拠資料⑨－３】【日本知的障害者福祉協会】

※日本知的障害者福祉協会相談支援部会が令和７年度に施した調査結果をもとに作成



【資料】

Ⅱ．各サービスにかかる提案
２．障害者支援施設
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【根拠資料⑩－１】

令和7年度 全国知的障害児・者施設・事業実態調査（日本知的障害者福祉協会 調査・研究委員会）

【日本知的障害者福祉協会】

※日本知的障害者福祉協会 調査・研究委員会
が令和７年度に施した調査結果をもとに作成
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【根拠資料⑩－２】【日本知的障害者福祉協会】

※日本知的障害者福祉協会 調査・研究委員会が令和７年度に施した調査結果をもとに作成
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【根拠資料⑩－３】

令和7年度 全国知的障害児・者施設・事業実態調査（日本知的障害者福祉協会 調査・研究委員会）



障害者支援施設の在り方についての提言

１．第一種社会福祉事業としての障害者支援施設の在り方について
【現状と課題】
・第一種社会福祉事業である障害者支援施設は、これまで特に支援度の高い利用者の受け入れ及び
支援等において、大きな役割を果たしてきたが、支援度が高い人でも障害者支援施設以外での暮
らしを推進する施策が進められ、グループホーム等でも支援度の高い人たちの暮らしを支援する
体制が整ってきている。このような背景にあって、改めて今の時代に求められる第一種社会福祉
事業としての障害者支援施設のあり方を明確にすることが求められる。

【提 言】
①共生社会の実現を目指す今日においては、まちづくりの一端を担うことが期待される社会福祉法
人が運営する障害者支援施設は、第一種社会福祉事業として、居住支援機能だけでなく地域の福
祉施策推進の中核的役割として、下記の機能を有することを明確にすべきである。

〇支援度の高い人たちの積極的な受け入れ
〇意思決定支援ガイドラインに基づいた

・個別支援計画の作成
・居住選択支援

・継続的な居住支援
・住環境の整備

・本人の望む暮らし
への移行支援

〇地域生活支援拠点等の中核的な役割（※）

・短期入所・緊急時対応・相談支援・社会体験

〇地域の権利擁護の拠点機能
〇地域での専門的人材の養成機能

地域の障害のある人への中核的支援機能居住支援機能・地域移行支援機能

〇地域の事業所等へのスーパーバイズ・コ
ンサルテーション

〇地域の障害者理解と福祉文化の醸成

地域支援機能

50

※法人内他事業所との連携 による実施も含む

【根拠資料⑩－４】【日本知的障害者福祉協会政策委員会 「居住支援の在り方に関する提言」（令和７年３月）】



障害者支援施設の在り方についての提言

２．住まいの場と日中活動支援の場の在り方について
【現状と課題】
・障害者支援施設に暮らす利用者の日中の活動の場については、施設入所支援と一体的に運営され

る同一建物もしくは同一敷地内の生活介護等を利用するケースが多くを占めているのが現状であ
るが、意思決定支援に基づく選択肢の一つとして、昼夜分離の観点から、住まいの場と異なる場
所でのサービス提供の推進を求める声がある。

・施設入所支援利用者が他事業所の日中活動を利用することが少ない背景として、障害者支援施設
は施設入所支援と生活介護等の一体的な運営を要件としていることが考えられる。

・施設入所支援の報酬単価が十分でないため、生活介護等の時間帯の職員による早番や遅番などの
シフト勤務により、施設入所支援の時間帯の生活支援を行うことで夜間の支援及び経営が成り立
っている現状がある。そのため、施設入所支援利用者が他事業所の日中活動を利用すると、支援
体制や事業運営が維持できない。

・夜勤職員の確保に苦慮しており、人材確保に向けより多くの給与の支払いが必要となっている。
・昼夜分離の促進の手段については、他事業所の利用だけでなく、障害者支援施設が実施する生活
介護等の主たる事業所の敷地外への設置や、従たる事業所の活用も考えられるが、多くは同一敷
地内に主たる事業所があり、また従たる事業所の設置も少ないのが現状である。

・生活介護等の定員についても、最低実施人数（２０人）についてのみ規程されており、施設入所
支援の定員を上回らなければならない等、施設入所支援の定員との関係性に関する規程はないが、
実態として日中活動の定員が施設入所支援の定員を下回る障害者支援施設は見当たらない。

・障害者支援施設が実施する生活介護においては、夜勤等日中の時間帯以外および土日に勤務する
職員も生活支援員等の常勤換算数に含まれるため、体制届上同じ職員配置数でありながら通所型
の生活介護事業所と比べ日中の時間帯の実際の配置職員数が少ないという不均衡が生じているこ
とも指摘されている。
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【日本知的障害者福祉協会政策委員会 「居住支援の在り方に関する提言」（令和７年３月）】



障害者支援施設の在り方についての提言

２．住まいの場と日中活動支援の在り方について
【提 言】
①日中活動の場の選択肢として、従たる事業所の設置推進とともに、主たる事業所についても施設

入所支援の敷地外に設置することを希望する場合はこれを積極的に認めるべきである。
②主たる事業所の敷地外設置や従たる事業所の設置を推進するため、複数の建物による運営は同一

建物による運営と比べて経費が多く掛かることから、施設入所支援利用者が従たる事業所や敷地
外の主たる事業所に通所する場合であっても、運営が十分担保される報酬設定とすべきである。

③事業者が望む場合であって、利用者の日中活動の場が確実に保証される場合には、他事業所の利
用を推進する観点から日中活動支援の定員が施設入所支援を下回ることも認めるべきである。

④障害者支援施設が行う生活介護については、常勤換算数の算定（日中の時間帯に実際に配置して
いる職員数【下図】）や各種加算など、通所系の生活介護と諸条件を揃えるとともに、施設入所
支援単独で事業が成り立つ職員配置基準及び報酬設定とするべきである。
また現在施設入所支援の報酬に組み込まれている土日の日中の生活支援についても、昼夜を明確
化する観点から、土日の日中の支援を別に基本報酬として設定するべきである。
尚、上記の導入にあたっては一定期間の経過措置を設けるべきである。

（障害者支援施設の施設入所支援と生活介護の職員配置の考え方のイメージ）

夜
勤

夜
勤

早
番 日

勤 遅
番

生活介護の
職員配置

夜
勤

夜
勤

早
番 日

勤 遅
番

生活介護の
職員配置

施設入所支援の
職員配置

施設入所支援の
職員配置
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【日本知的障害者福祉協会政策委員会 「居住支援の在り方に関する提言」（令和７年３月）】



障害者支援施設の在り方についての提言

３．個室化・生活単位の小規模化について
【現状と課題】
・現状において多床室を有する障害者支援施設が多く存在していることから、個室化や生活単位の

小規模化など、障害者支援施設における生活環境の向上が求められる。
【提 言】

①新設・建て替え・大規模修繕を行う場合には、ニーズがある場合を除き原則個室化とするととも
に、生活単位の小規模化を推奨し、施設整備費補助の優先的採択および補助基準額の増額、小規
模の生活単位における生活支援員等の配置基準の設定と基本報酬の増額等を行うべきである。

②個室化・生活単位の小規模化に関する規模（入所定員）、人員配置、設備、加算単位等について
は、既に制度化されている障害児入所施設における小規模グループケアの仕組みを参考にすると
ともに、同制度の現状を勘案して設定すべきである。

③障害者支援施設の小規模化、生活環境の向上を目的として、サテライト施設を創設すべきである。
・規模等については、②に準ずる。
・一定期間継続後「引き続きサテライト施設として運営」「グループホームに転換」を選択でき
るなど、柔軟な対応ができるようにすべきである。

障害者支援施設

主たる施設

ｻﾃﾗｲﾄ

障害者支援施設

ｻﾃﾗｲﾄ

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ

障害者支援施設

主たる＋サテライトの形態を継続
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【日本知的障害者福祉協会政策委員会 「居住支援の在り方に関する提言」（令和７年３月）】



【資料編】

Ⅱ．各サービスにかかる提案
３．共同生活援助
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障害福祉サービス等報酬改定検証調査結果（令和６年度調査）
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【根拠資料⑪】



障害福祉サービス等報酬改定検証調査結果（令和６年度調査）
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【資料編】

Ⅱ．各サービスにかかる提案
５．生活介護
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【根拠資料⑫－１】

※日本知的障害者福祉協会 日中活動支援部会 が令和７年度に施した調査結果をもとに作成

【日本知的障害者福祉協会】



59令和7年度 全国知的障害児・者施設・事業実態調査（日本知的障害者福祉協会）

【根拠資料⑫－２】



障害福祉サービス等報酬改定検証調査結果（令和６年度調査）
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【根拠資料⑫－３】



【根拠資料⑬ー１】【日本知的障害者福祉協会】

※日本知的障害者福祉協会 日中活動支援部会 が令和７年度に施した調査結果をもとに作成
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62令和7年度 全国知的障害児・者施設・事業実態調査（日本知的障害者福祉協会 日中活動支援部会）

【根拠資料⑬ー２】



② 生活介護サービス費について 
㈠ 生活介護サービス費の基本報酬については、利用者の障害支援区分、利用定員及び所要時
間に応じた報酬単価を算定することとする。 
所要時間による区分については、現に要した時間により算定されるのではなく、生活介護計画に
基づいて行われるべき指定生活介護等を行うための標準的な時間に基づき算定されるものである。
この所要時間については、原則として、送迎に要する時間は含まないものである。 
生活介護計画の見直しを行い、標準的な時間を定めた上で、その標準的な時間に基づき算定する
ものであるが、令和６年４月から生活介護計画の見直しまでの間は、前月の支援実績等や、本人
の利用意向の確認を行うことにより、標準的な時間を見込むものとする。 
なお、生活介護計画に位置づけられた標準的な時間と実際のサービス提供時間が合致しない状
況が続く場合には、生活介護計画の見直しを検討すること。 また、所要時間に応じた基本報酬を
算定する際には、次に留意すること。 

イ利用者が必要とするサービスを提供する事業所が当該利用者の居住する地域にない場合等

であって、送迎に要する時間が往復３時間以上となる場合は、１時間を生活介護計画に位置付け
る標準的な時間として加えることができる。 なお、ここでの片道とは送迎車両等が事業所を出発

してから戻ってくるまでに要した時間のことであり、往復は往路（片道）と復路（片道）の送迎に要
する時間の合計である。 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する
費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について 【最終改正】令和6年3月29日 抜粋
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【根拠資料⑭】



【資料編】

Ⅱ．各サービスにかかる提案
６．就労支援
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今後の障害者雇用促進制度の在り方に関する研究会 第６回(R7.6.10) 資料1 抜粋 65

【根拠資料⑮－１】



今後の障害者雇用促進制度の在り方に関する研究会 第６回(R7.6.10) 資料1 抜粋 66

【根拠資料⑮－２】



今後の障害者雇用促進制度の在り方に関する研究会 第６回(R7.6.10) 資料1 抜粋 67

【根拠資料⑮－３】



【資料編】

Ⅱ．各サービスにかかる提案
８．障害児通所支援
９．障害児入所支援

68



令和６年度 児童相談所における児童虐待相談対応件数（こども家庭庁）
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【根拠資料⑯－１】



令和６年度 児童相談所における児童虐待相談対応件数（こども家庭庁）
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【根拠資料⑯－２】



【参考資料】

●障害者の地域生活支援も踏まえた障害者支援施設の在り方に
 関するこれまでの議論のまとめ

●社会福祉法人京都ライフサポート協会 横手通り43番地「庵」
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【参考資料①】
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【参考資料②】
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「庵」10のコンセプト

1. 完全分棟によるユニット形式

2. デイケアを分離し，場所も人も分ける

3. 暮らしの営みのある毎日

4. 週末帰宅

5. 施設全体がｽﾇｰｽﾞﾚﾝﾙｰﾑに象徴される心地よいと感じられる空間

6. 臭いのしない施設

7. ローテーションのない勤務

8. 駅から徒歩圏内

9. 遮音性の高い良質の建物

10.約９割の人が最重度知的障がいまたは著しい行動障がいのある人

認知的不協和

周囲の環境や物事に対するさまざまな知覚や信念を『認知』という．認知と実
際の行動に矛盾が生じると，人は不協和（＝不快）を感じ，その経験を避けるこ
とや認知を歪めることで不協和を低減しようとすることが知られている．社会
貢献の志をもって入職したスタッフが，利用者支援の実態に大きなギャップを
感じて離職することや，そうした不協和によって認知に歪みが生じ，利用者虐待
にまでつながる危険性を認識し，不断に支援環境の改善に取り組まなければな
らない．
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横手通り43番地『庵』/あん‘ずデイセンター 利用者状況

障害程度区分/障害状況

男性 女性 合計

区分６ 32 13 45

※全員区分６

強度行動障害 該当者数(下記) 

行動関連項目得点
10～17点

9 4 13

行動関連項目得点
18点以上

23 8 31

※計45名(通所のみ5名含む)
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従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表（常勤換算）
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職員の人数・勤務時間

職種 現員
区分

常勤換算
始業
時間

終業
時間

備考
常勤 非常勤

施設長/管理者 1 1 ー 1 ９：０0 １７：３０ 休憩（１２：００～１２：４５）

副施設長 1 1 ー 1 ９:０0 １７：３０ 〃

サービス管理
責任者

1 1 ー 1 6:30 ２０：４５ 休憩（９：３０～１６：００）

ユニットスタッフ 20 18 2 13.1
6:30 ２０：４５ 〃

16：００ 翌９：３０ ＊夜勤/休憩2時間

デイ変則勤務
スタッフ

2 2 ー 2

９：００ １７：３０ 休憩（１２：００～１２：４５）※変則

６：３０ １５：００ ＊早出 休憩（１２：００～１２：４５）

１２：３０ ２０：４５ ＊遅出 休憩（１６：００～１６：４５）

デイスタッフ 21 11 10 15.1 ９：００ １７：３０ 休憩（１２：００～１２：４５）※変則

医師 1 ー 1 ー ー ー 嘱託

看護師 4 ー 4 2.1 ー ー 休憩（１２：００～１２：４５）

栄養士 1 1 ー 1 ９：００ １７：３０ 休憩（１２：００～１２：４５）

調理員 委託

※平均勤続年数：11.5年 / 平均年齢 42歳

職員配置（日中活動）

グループ名 大地 ソレイユ デザイン クロス フロント アトリギャベ ステッチ 合計

利用者数 6 8 4 9 3 9 6 45

職員配置
スタッフ 2 2 1 2 2 2 1 12

アシスタント 2 1 1 4

職員配置（ユニット）

ユニット名 1丁目 2丁目 3丁目 5丁目 6丁目 7丁目 8丁目 合計

利用者数 4 6 6 6 6 6 6 40

職員配置 2 2 1 1 1 1 1 9

夜間配置数 3 3
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●庵の施設入所支援の収支差額（2,280万円）に占める施設敷地外の活動に伴う支出（1,932万円）
の収支差（348 万円）は、庵の施設入所支援の事業活動収入（18,227万円）全体の1.9％である。
これ以外に計上していない他事業からのヘルプ等も多くあることから、余裕は全くない状況である。
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社会福祉法人 京都ライフサポート協会
2026.4.9集計
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